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日
本
学
術
会
議
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

日
本
学
術
会
議
の
機
能
が
十
分
発
揮
さ
れ
て
い
な
い
と
の
指
摘
を
受
け
て
、
こ
れ
ま
で
、
日
本
学
術
会
議
や
総
合
科
学
技

術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
会
議
有
識
者
議
員
懇
談
会
に
お
い
て
、
日
本
学
術
会
議
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
議
論
が
行
わ
れ
て
き

た
。
政
府
は
、
令
和
四
年
十
二
月
、
日
本
学
術
会
議
を
引
き
続
き
国
の
機
関
と
し
た
上
で
、
活
動
・
運
営
の
透
明
性
向
上
を
図

る
こ
と
を
内
容
と
す
る
「
日
本
学
術
会
議
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
方
針
」
（
以
下
、
「
政
府
方
針
」
と
い
う
。
）
を
公
表
し

た
。
今
後
、
政
府
方
針
に
基
づ
き
、
日
本
学
術
会
議
法
改
正
案
が
通
常
国
会
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
日

本
学
術
会
議
は
、
日
本
学
術
会
議
の
独
立
性
を
侵
害
し
か
ね
な
い
と
し
て
、
政
府
方
針
の
再
考
を
求
め
る
声
明
（
「
内
閣
府

『
日
本
学
術
会
議
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
方
針
』
（
令
和
四
年
十
二
月
六
日
）
に
つ
い
て
再
考
を
求
め
ま
す
」
。
以
下
、
「
学

術
会
議
声
明
」
と
い
う
。
）
を
発
出
し
た
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 

政
府
方
針
に
お
い
て
は
、
日
本
学
術
会
議
に
よ
る
科
学
的
助
言
に
つ
い
て
、
政
府
等
と
の
問
題
意
識
・
時
間
軸
等
の
共
有

等
が
、
高
い
透
明
性
・
客
観
性
の
下
で
適
切
か
つ
確
実
に
行
わ
れ
る
よ
う
措
置
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

１ 

政
府
方
針
に
お
け
る
「
政
府
等
と
の
問
題
意
識
・
時
間
軸
等
の
共
有
」
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
指
し
て

い
る
の
か
。
ま
た
、
政
府
等
と
の
問
題
意
識
・
時
間
軸
等
の
共
有
に
関
し
て
、
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
な
課
題
が
あ
っ
た
と



 

２ 

 

認
識
し
て
い
る
の
か
。 

 

２ 
日
本
学
術
会
議
と
政
府
等
と
の
間
で
、
問
題
意
識
・
時
間
軸
等
の
共
有
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
政

府
は
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
ア
カ
デ
ミ
ア
に
は
、
政
府
と
異
な
る
問
題
意
識
や
時
間
軸
を
も
っ
て
独
立

に
科
学
的
視
点
を
提
供
し
、
課
題
を
提
起
す
る
役
割
が
あ
る
と
の
指
摘
も
あ
る
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
う
。 

二 

学
術
会
議
声
明
に
よ
る
と
、
日
本
学
術
会
議
は
、
令
和
三
年
四
月
の
総
会
に
お
い
て
「
日
本
学
術
会
議
の
よ
り
良
い
役
割

発
揮
に
向
け
て
」
を
決
定
し
、
科
学
的
助
言
活
動
の
在
り
方
や
会
員
選
考
プ
ロ
セ
ス
の
見
直
し
を
始
め
と
し
た
一
連
の
取
組

を
着
実
に
進
め
て
き
た
と
し
て
い
る
。
一
方
、
政
府
は
「
日
本
学
術
会
議
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
具
体
化
検
討
案
）
」
（
令

和
四
年
十
二
月
二
十
一
日
内
閣
府
総
合
政
策
推
進
室
）
に
お
い
て
、
日
本
学
術
会
議
の
意
見
も
聴
き
つ
つ
、
法
制
化
に
向
け

て
必
要
な
検
討
・
作
業
等
を
進
め
る
と
し
て
い
る
。 

 

１ 

日
本
学
術
会
議
に
よ
る
一
連
の
取
組
の
政
府
と
し
て
の
受
け
止
め
如
何
。 

 

２ 

政
府
は
、
法
制
化
に
向
け
た
日
本
学
術
会
議
と
の
対
話
が
十
分
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
。 

 

３ 

令
和
五
年
二
月
十
六
日
、
内
閣
府
は
日
本
学
術
会
議
に
対
し
日
本
学
術
会
議
法
改
正
案
の
概
要
を
説
明
し
た
が
、
梶
田

日
本
学
術
会
議
会
長
は
、
学
術
会
議
声
明
を
真
摯
に
受
け
止
め
て
検
討
さ
れ
た
と
は
判
断
で
き
ず
、
懸
念
が
深
ま
っ
た
と



 

３ 

 

述
べ
た
。
政
府
は
、
日
本
学
術
会
議
の
理
解
が
得
ら
れ
な
い
場
合
、
日
本
学
術
会
議
法
改
正
案
の
提
出
を
見
直
す
こ
と
も

あ
り
得
る
の
か
。 

三 

井
上
科
学
技
術
政
策
担
当
大
臣
（
当
時
）
は
、
令
和
三
年
五
月
二
十
日
の
第
一
回
日
本
学
術
会
議
の
在
り
方
に
関
す
る
政

策
討
議
に
お
い
て
、
「
学
術
会
議
の
在
り
方
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
政
策
と
ア
カ
デ
ミ

ア
の
在
り
方
を
考
え
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
」
と
述
べ
て
い
る
。 

 

１ 

政
府
の
考
え
る
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
政
策
と
ア
カ
デ
ミ
ア
の
在
り
方
と
は
何
か
。 

 

２ 

日
本
学
術
会
議
、
総
合
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
会
議
及
び
審
議
会
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
及
び
政
府
と

の
関
係
性
の
違
い
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
今
後
、
政
府
は
日
本
学
術
会
議
と
ど
の
よ
う
に
協
働
を
図

っ
て
い
く
の
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


